
83.　4.　15
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

る
９
割
〜
７
割
の
費
用
で
、
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
通
じ
て

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
な
ど
に
支

払
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、「
介
護
給

付
費
」
の
財
源
構
成
は
、
５
割
が

公
費
負
担
分
（
税
金
）
で
、
残
り

の
５
割
が
介
護
保
険
料
負
担
分
と

し
て
、
２３
％
分
を
６５
歳
以
上
の
方
、

２７
％
分
を
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
に

負
担
し
て
い
た
だ
き
、
世
代
を
超

え
て
国
民
全
体
で
介
護
保
険
制
度

を
支
え
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。第

８
期
計
画
期
間
の 

介

護

保

険

料

　
６５
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

は
、
計
画
の
策
定
に
合
わ
せ
て
３

年
ご
と
に
改
定
さ
れ
ま
す
（
算
出

方
法
は
左
下
表
３
参
照
）。
第
８

期
計
画
期
間
に
お
け
る
基
準
月
額

（
基
準
額
を
１２
カ
月
で
除
し
た

額
）
は
５
９
０
０
円
で
、
第
７
期

の
月
額
５
４
０
０
円
か
ら
５
０
０

円
の
増
額
と
な
り
ま
す
（
基
準
月

額
５
９
０
０
円
の
使
い
道
は
右
下

表
４
の
通
り
）。
基
準
月
額
を
基

に
所
得
段
階
ご
と
の
保
険
料
率
を

設
定
し
た
結
果
、
第
８
期
の
年
間

保
険
料
額
は
、
左
下
表
５
の
通
り

で
す
。
な
お
、
３
年
度
の
介
護
保

険
料
の
決
定
額
は
、
７
月
に
発
送

す
る
「
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書
兼
納
入
通
知
書
」
を
も
っ
て
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
介
護
保
険
料
の 

増

額

要

因

　
基
準
月
額
の
主
な
増
額
要
因
と

し
て
は
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
（
下
表
６
参
照
）。

ま
た
、
合
わ
せ
て
第
８
期
計
画
期

間
で
は
、
こ
れ
ま
で
本
市
の
地
域

区
分
（
地
域
ご
と
に
異
な
る
人
件

費
の
格
差
を
是
正
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
級
地
区
分
）
が
、
同
じ

北
多
摩
北
部
圏
域
で
最
も
低
く
設

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
４
月
か

ら
は
同
じ
区
分
に
見
直
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
よ
り
も
「
介
護
給
付
費
」

見
込
み
額
が
上
が
る
こ
と
も
要
因

の
一
つ
で
す
。

②
公
費
に
よ
る
介
護 

保
険
料
軽
減
の
強
化

　
今
回
の
改
定
に
お
い
て
も
、
介

護
給
付
費
準
備
基
金
を
取
り
崩
す

こ
と
で
、
保
険
料
の
急
激
な
上
昇

を
抑
制
し
て
い
ま
す
。ま
た
、個
々

の
被
保
険
者
の
負
担
能
力
に
応
じ

た
保
険
料
を
設
定
す
る
た
め
、
所

得
段
階
数
を
第
７
期
の
１３
段
階
か

ら
１５
段
階
に
増
や
し
、
所
得
が
お

お
む
ね
３
０
０
万
円
以
上
の
方
に

つ
い
て
、
保
険
料
率
を
見
直
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
所
得
が
少
な
い

方
の
保
険
料
負
担
を
軽
減
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
低
所
得
者
保
険

料
軽
減
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
７

期
に
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

今

後

の

市

の 

取
り
組
み
に
つ
い
て

　
地
域
区
分
の
見
直
し
に
伴
う

「
介
護
給
付
費
」
見
込
み
額
の
増

額
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
の

処
遇
改
善
や
介
護
人
材
不
足
の
解

消
と
い
っ
た
効
果
が
期
待
さ
れ
ま

す
。
一
方
で
、
理
論
上
、
自
己
負

担
額
も
上
が
る
た
め
、
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
に
は
、
一
定
の
ご
負
担

を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
給
付
の
適
正
化
や
事
業

者
の
支
援
・
指
導
・
連
携
の
強
化

を
通
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

に
引
き
続
き
努
め
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

介
護
保
険
の
利
用
者 

負
担
額
が
変
更

　
４
月
か
ら
、
介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
利
用
料
の
「
利
用
者
負
担
額

（
自
己
負
担
額
）」が
変
更
と
な
っ

て
い
ま
す
。
な
お
、
利
用
し
て
い

る
サ
ー
ビ
ス
内
容
で
、
利
用
者
負

担
額
は
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
担
当
の
介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
ま
た
は
ご

自
身
が
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
提
供
事
業
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
計
画
・
保
険
料
に

つ
い
て
が
介
護
福
祉
課
保
険
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
４
９

１
０
、
４
９
１
１
）、
サ
ー
ビ
ス・

給
付
に
つ
い
て
が
同
課
介
護
サ
ー

ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

介
護
保
険
制
度

　
わ
が
国
の
介
護
保
険
制
度
は
、

超
高
齢
社
会
に
お
け
る
介
護
問
題

の
解
決
を
図
る
た
め
、
国
民
の
共

同
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
要
介

護
者
や
そ
の
家
族
な
ど
を
社
会
全

体
で
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
平
成
１２
年
に
創
設
さ
れ
た
も

の
で
、
２０
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

第
８
期
計
画
の
策
定

　
市
で
は
、
高
齢
者
福
祉
に
関
係

す
る
施
策
お
よ
び
介
護
保
険
事
業

を
円
滑
か
つ
安
定
的
に
推
進
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
に
、
３
年
ご
と

に
東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
以
下

「
計
画
」
と
い
う
）
を
策
定
し
て

い
ま
す
。
こ
の
た
び
策
定
し
た
第

８
期
（
３
年
度
〜
５
年
度
）
計
画

で
は
、「
高
齢
者
が
い
き
い
き
と

暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
」
を
基
本

理
念
と
し
、
団
塊
の
世
代
の
方
が

７５
歳
以
上
に
な
る
令
和
７
年
、
高

齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
令

和
２２
年
を
見
据
え
た
中
長
期
的
な

視
点
に
立
ち
、
介
護
予
防
、
自
立

支
援
・
重
度
化
防
止
の
取
り
組
み

や
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推

進
の
た
め
の
取
り
組
み
を
、
第
７

期
に
引
き
続
き
推
進
し
て
い
き
ま

す
。
本
計
画
に
お
け
る
施
策
体
系

に
つ
い
て
は
、
左
表
１
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
第
８
期
計
画
は
、

介
護
福
祉
課
・
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
東
部
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
・
中
央
の
各

図
書
館
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

介
護
給
付
費
の 

財

源

構

成

　
下
表
２
の
通
り
、「
介
護
費
用
」

の
う
ち
「
介
護
給
付
費
」
は
、
被

保
険
者
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
所
に
支
払
う
自
己
負
担
分

（
利
用
者
負
担
額
）
の
１
割
〜
３

割
を
除
い
た
介
護
保
険
で
賄
わ
れ

３
年
度
〜
５
年
度
の
施
策
の
方
向
性
や
介
護

３
年
度
〜
５
年
度
の
施
策
の
方
向
性
や
介
護

保
険
料
、
利
用
者
負
担
な
ど
に
つ
い
て

保
険
料
、
利
用
者
負
担
な
ど
に
つ
い
て

第
８
期

第
８
期

東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
を

介
護
保
険
事
業
計
画
を

策
定
し
ま
し
た

策
定
し
ま
し
た

表５　第８期の所得段階別介護保険料

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課
税世帯の方、住民税非課税世帯で「合計所得金額か
ら年金収入に係る雑所得を控除した額＋課税年金
収入額」が80万円以下の方

0.250
（0.450）

1万7,700円
（3万1,800円）

第2段階
住民税非課税世帯で「合計所得金額から年金収入に
係る雑所得を控除した額＋課税年金収入額」が80
万円超、120万円以下の方

0.350
（0.600）

2万4,700円
（4万2,400円）

第3段階
住民税非課税世帯で「合計所得金額から年金収入に
係る雑所得を控除した額＋課税年金収入額」が120
万円超の方

0.650
（0.700）

4万6,000円
（4万9,500円）

第4段階
住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計
所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額
＋課税年金収入額」が80万円以下の方

0.800 5万6,600円

第5段階
住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計
所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額
＋課税年金収入額」が80万円超の方

1.000 7万800円

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万
円未満の方 1.080 7万6,400円

第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万
円以上、210万円未満の方 1.260 8万9,200円

第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万
円以上、320万円未満の方 1.290 9万1,300円

第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万
円以上、400万円未満の方 1.570 11万1,100円

第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万
円以上、500万円未満の方 1.620 11万4,600円

第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万
円以上、600万円未満の方 1.870 13万2,300円

第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万
円以上、700万円未満の方 1.890 13万3,800円

第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万
円以上、1,000万円未満の方 1.990 14万800円

第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000
万円以上、2,000万円未満の方 2.140 15万1,500円

第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,000
万円以上の方 2.180 15万4,300円

※　（　）内は低所得者に対する軽減を行う前の保険料率・保険料年額。
※　土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係

る特別控除額を控除した額を用いる。
※　平成30年度税制改正（令和2年分以後の所得税等に適用される、給与所得控除額および公的年金等

控除額の引き下げ）の影響により合計所得金額が上昇する場合は、その影響を除いた額を用いる。

表６　高齢者人口の推移と介護給付費の推移（単位：百万円） （単位：人）
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2万6,000

2万7,000

2万8,000

2万9,000

3万0,000

3万1,000

3万2,000

3万3,000

3万4,000

3万5,000

各年度の介護給付費

第８期計画期間
高齢者人口の推移

表４　基準月額内訳

第8期
介護保険料
基準月額
5,900円施設サービス

1,665円
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設　等

その他の給付
275円
高額介護
サービス費

特定入所者介護
サービス費　等

居宅サービス
3,027円
訪問・通所介護

ケアプラン作成　等

地域密着型サービス
631円

認知症グループホーム
小規模なデイサービス　等

包括的支援事業
任意事業
97円

地域包括支援センターの運営
認知症総合支援事業　等

介護予防・日常生活
支援総合事業
205円

要支援者の訪問・通所介護
一般介護予防事業　等

表２　介護サービスの費用負担

表３　保険料の基準額の決め方

※１　介護サービスを利用した場合の自己負担分は、利用者の負担能力（所得等）により決まります
（介護サービスに係る費用の１割～３割）。

※２　上記のほか、地域支援事業に係る費用（介護予防・日常生活支援総合事業、地域包括センター
の運営に係る費用等）にも介護保険料が充てられています。

３年間に必要な
介護サービスの総費用

65歳以上の方の
負担分（23％）× ÷ 市に住む

65歳以上の方の人数

介護サービス事業所等に

支払う自己負担分

（１割～３割　※１）

公費（税金）（約50％）
〔国：約25％　都：約12.5％　市：約12.5％〕

介護保険料
65歳以上
〔23％〕

介護保険料
40歳~64歳
〔27％〕

介護サービスに係る費用の総額
介護保険で賄う介護給付費（※２）

表１　第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の
　　　施策体系図

基本方針
2025年を見据えた東久留米市の地域包括ケアシステムの姿

基本理念　「高齢者がいきいきと暮らせる地域づくり」

施策１　サービスの質の向上・給付適正化に
向けた取組

施策２　介護人材の確保・事業の効率化に向
けた取組

施策３　要介護（要支援）認定実施体制の計
画的な整備に向けた取組

施策４　災害・感染症対策に係る体制の整備

基本目標４
持続可能な介護
保険サービス等
の提供体制を整
備するための取
組

施策１　地域包括支援センターの課題と今後
のあり方

施策２　在宅医療と介護の一体的な提供体制
の構築・推進

施策３　ひとり暮らし高齢者等の「みまも
り」体制の推進

施策４　地域のつながりづくりへの取組と
「地域共生社会」に向けた取組

基本目標３
共に参加し共に
支える、地域ぐ
るみの体制づく
りのための取組

施策１　介護サービス、その他在宅生活を支
えるサービスの方向性

施策２　家族介護者の支援のための取組
施策３　認知症施策推進大綱等をふまえた認

知症施策の推進
施策４　権利擁護の推進

基本目標２
要介護状態や認
知症になっても、
自分らしい暮ら
しを続けるため
の取組

施策１　介護予防給付、介護予防・生活支援
サービスの方向性

施策２　リハビリテーションサービス提供体
制に関する方向性

施策３　健康づくりの施策及び一般介護予防
事業の推進

基本目標１
介護予防・健康
づくり施策の推
進のための取組


